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１．趣旨 

この実施要領は、長寿いきいきプラン（竹田市高齢者福祉計画・第１０期介護

保険事業計画）策定業務（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、公募

型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により、優れた提案及び

能力を有し最も適格と判断される事業者を選定するために必要な事項を定める

ものである。 

 なお、本業務では、国や県の動向、竹田市の高齢者の状況等を的確に把握する

ため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査、その他必要な

調査の結果に基づく課題分析を実施し、調査に基づくニーズの把握等を踏まえ、

令和９年度から令和１１年度までの３年間において、竹田市が取り組むべき課

題や高齢者福祉施策の方向性、介護保険サービス目標量等を定める「長寿いきい

きプラン（竹田市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画）」を策定する。

なお、本計画には、国の認知症施策推進基本計画を勘案した認知症施策推進計画

を一体的に策定するものとする。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

   長寿いきいきプラン（竹田市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画）

策定業務 

（２）業務内容 

 別紙「長寿いきいきプラン（竹田市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事

業計画）策定業務委仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

   契約締結の日から令和９年３月２６日（金）まで 

 

３．選定方式 

 公募型プロポーザル方式とする。 

 このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり価格のみの競争ではなく、

高齢者福祉計画・介護保険事業計画等に関する知識を有し、かつ本業務の委託

者としてふさわしい信用、実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格

性を備えた者とする。 

 

４．参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、参加表明書の提出時点で以下の要件を全

て満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の 4の規定に該

当しないこと。 

（２） 竹田市の令和６・７年度の物品等競争入札参加資格を有し、計画策定の

申請を本プロポーザルの公告日前日までに行っている者であること。 

（３） 竹田市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格



を有する者に対する指名停止等措置要領（平成 17年竹田市告示第 100号）

による入札参加資格停止措置を受けていないこと又は同要領別表の指名停

止基準に該当していないこと。 

（４） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続

開始の申し立てをしていないもの又は申し立てをなされていないもので

あること。ただし、同法第 33条第 1項の再生手続開始の決定を受けたも

のについては、再生手続開始の申し立てをしなかったもの又は申し立てを

なされなかったものとみなす。 

（５） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更正手続

開始の申し立て（同法附則第 2条の規定によりなお従前の例によることと

される更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前

の会社更生法（昭和 27年法律第 172号。以下「旧法」という。）第 30条

の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し

立て」という。）をしていないもの又は更生手続開始の申し立てをなされ

ていないものであること。ただし、同法第 41条第 1項の更生手続開始の

決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受

けたものについては、更生手続開始の申し立てをしなかったもの又は更生

手続開始の申し立てをなされなかったものとみなす。 

（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2条第 2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でな

いこと。 

（７） 手形交換所による取引停止所分を受けてから２年間を経過しているも

の又は本業務の入札執行前６ヵ月以内に手形小切手を不渡りしていない

もの。 

（８） 事業所として個人情報保護に関する事業者認定制度を取得しているこ

と。 

５．委託料 

  ４，６６４，０００円（消費税を含む）を上限とする。 

  ※消費税率については、１０％として積算するものとし、状況が変化した場

合はその時点で協議する。 

 

６．参加表明について 

（１） 提出期限  令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

（２） 提出書類  ① 参加表明書（様式１） 

          ② 参加資格確認書（様式２） 

          ③ 法人概要（様式３） 

（３） 提出部数  １部 

（４） 提出方法  持参又は郵送（提出期限必着） 

  ※持参の場合は、土日祝日を除く日の午前９時～午後５時までの間に限り

受け付ける。 



  ※郵送の場合は、簡易書留によるものとする。 

 

７．質問の受付及び回答 

（１） 質問受付期限  令和８年５月１３日（水）午後５時まで 

（２） 提出方法    質問書（様式４）で電子メールにより提出 

（３） 送信先     kourei@city.taketa.lg.jp 

  ※送信の際の件名は「長寿いきいきプラン（第１０期竹田市高齢者福祉計画）

策定業務委託質疑」とし、本文中に必ず会社名及び担当者名を記載するこ

と。 

（４） 回答 

   質問に対する回答は、令和８年５月１９日（火）に竹田市ホームページで

回答する。また、質問に対する回答は、仕様書の追加又は修正とみなす。 

 

８．提案書類等の提出 

（１） 提出期限  令和８年６月１日（月）午後５時まで 

（２） 提出書類 

  ① 企画提案書（様式５ 表紙・内容） 

     内容については任意様式で、別紙の仕様書、審査基準を基に、必要な

事項を具体的かつ簡潔に記載すること。また、次の点に留意すること。 

    1）本市の高齢者福祉・介護保険における現状と課題を踏まえた事業計

画の方向性やあり方 

    2）人口推計や見込量の推計を行うための考え方や本市の特性を考慮し

た分析及び推計手法等の提案 

    3）業務遂行における企画提案者の業務支援方法及び役割 

    4）市民に分かりやすい計画書の構成、表現、デザインの手法 

    5）業務フロー、業務スケジュール 

  ② 業務実施体制調書（様式６） 

  ③ 業務実績書（様式７） 

    ※令和２年度以降の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定実績を記

載すること。 

  ④ 見積書（任意様式） 

    ※算出根拠の分かる内訳書を記載すること。 

    ※消費税を含む金額とし、消費税率は１０％として積算すること。 

  ⑤ 会社案内等のパンフレット 

（３） 提出部数  １２部 

（４） 提出方法  持参又は郵送（提出期限必着） 

   ※持参の場合は、土日祝日を除く日の午前９時～午後５時までの間に限

り受け付ける。 

   ※郵送の場合は、簡易書留によるものとする。 

（５） 留意事項  体裁は原則としてＡ４版（Ａ３版の折込も可）とし、縦横



は問わないが横書きとする。 

          また、枚数の制限はしないが、仕様書の項目に沿って要点

を簡潔にまとめて作成すること。 

 

９．プレゼンテーション・ヒアリング 

（１） 開 催 日  令和８年６月１７日（水）※詳細は別途通知 

（２） 場  所  竹田市役所内 

（３） 留意事項  選考時間は１社あたり３０分程度（プレゼンテーション２

０分、ヒアリング１０分）とし、順番は企画提案書等書類の

受付順とする。 

 

１０．審査方法 

 審査は、長寿いきいきプラン（竹田市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業

計画）策定プロポーザル審査委員会（以下、「委員会」という。）において、提出

された提案書類等及びプレゼンテーション・ヒアリングにより審査し、各委員の

合計点数が最も高い事業者を最優先交渉権者として選定する。同点になった場

合は、１４．審査基準の審査項目１の点数が高い者を上位とする。審査項目１も

同点の場合は、各委員から意見を聞き決定する。 

 また、参加事業者が１者であってもプロポーザルは成立するものとする。 

 書類審査は、応募事業者が多数の場合実施することがある。書類審査を実施し

た場合は、選考された事業者のみプレゼンテーション・ヒアリングへの参加が認

められる。 

 

１１．結果通知 

 全ての提案者に対して、令和８年６月下旬頃に電話で通知する。 

 また、契約締結後竹田市のホームページ上に掲載する。 

 

１２．契約の締結 

 最優秀交渉権者と市が協議し、委託業務に係る仕様を確定させた上で契約を

締結する。 

 

１３．プロポーザルの日程 

 このプロポーザルは、次の日程で行う。 

選考手順 選考日程等 

実施要領の公表 

（ホームページに掲載） 
令和８年５月１日（金） 

質問受付期間 令和８年５月１３日（水）午後５時まで 

質問に関する回答 令和８年５月１９日（火）公表 

参加表明受付期間 令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

提案書類等の受付 令和８年５月２５日（月）から 



令和８年６月１日（月）午後５時まで 

書類審査 令和８年６月３日（水） 

プレゼンテーション・ヒアリ

ング 

令和８年６月１７日（水） 

（詳細については別途通知） 

審査結果通知 令和８年６月下旬頃 

契約締結予定 令和８年６月下旬頃 

 

１４．審査基準 

審査項目 評価項目 配点 

１企画提案に対する

評価（60点） 

企画提案全体 20点 

業務の実施方針 10点 

情報提供力 10点 

竹田市の地域特性を理解、反映した提案 10点 

現行計画との継続性 5点 

計画書の構成 5点 

２実施体制に対する

評価（10点） 

業務実施体制 5点 

策定スケジュール 5点 

３業務実績に対する

評価（10点） 

会社概要に関する報告書 5点 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の

業務実績 
5点 

４見積金額に対する

評価（20点） 

見積価格の妥当性 （２０点×最低見積金

額／見積金額 小数点以下切捨） 
20点 

合  計 100点 

 ※選考委員１名あたりの配点です。 

 

１５．失格事項 

 次のいずれかに該当する場合は、提案書の記載内容に問わず失格とする。 

（１） 提出書類を受付期限までに提出しなかった場合 

（２） 参加表明後に「４．参加資格要件」の要件を満たさなくなった場合 

（３） 提出された提案書等が本実施要領や仕様書に適合しない、又は市の提示

した委託料上限額を超過する場合 

（４） 提出書類に不正・虚偽内容がある場合 

（５） プレゼンテーション・ヒアリング実施日において欠席した場合 

（６） 審査の公平性を害する行為があった場合 

 

１６．留意事項 

（１） 本プロポーザルの参加に必要な経費は、全て参加者の負担とする。 

（２） 応募者は、提案書の提出をもって、この実施要領その他本市が作成した

この契約に関する事項すべてを承諾したものとみなす。 



（３）すべての提出書類は返却しない。また、提出後における企画提案書等の再

提出は認めない。 

（４） 企画提案書等を提出した後、自己都合によりこの応募の参加を辞退した

い場合は、令和８年６月１日（月）午後５時までに辞退届（様式８）を提出

すること。 

（５） 提出された書類については、本プロポーザル以外の目的で応募者に無断

で使用しない。 

（６） 提案者名、審査結果等については、情報公開の対象として公開する。ま

た、提出書類について原則公表はしないが、情報公開条例に基づいて公開

される場合がある。 

（７） 参加者は、審査結果に関する異議を申し立てることはできない。 

 

１７．担当課 

 〒878-8555 大分県竹田市大字会々１６５０番地 

       竹田市役所高齢者福祉課 介護保険係 

（竹田市総合社会福祉センター内） 

 電 話：0974-63-4809（直通） 

 ＦＡＸ：0974-64-0133 

 e-mail：kourei@city.taketa.lg.jp  

 

 


